
7

1，800，000円以上

3，600，000円以上

1，800，000円未満

3，600，000円未満

7



88



99



1010



11

1 800 000円以上

3 600 000円以上

1 800 000円未満

3 600 000円未満
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13

妻と死別、離婚した後婚姻をしていない方又は妻の生死
が明らかでない方又は婚姻によらないで父となり現に婚
姻をしていない方で、生計を一にする子を扶養し、年間
所得金額が500万円以下の方

夫と死別、離婚した後婚姻をしていない方又は夫の生死
が明らかでない方又は婚姻によらないで母となり現に婚
姻をしていない方で、扶養親族のある方

同一生計配偶者で70歳以上の方
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H8
451

45

25

17

H28
4

18

31 4 1

3592-1

千里佐竹台

平成
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